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介護給付費等算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧 

（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護） 

加算項目 添付書類 

共通 □介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書（介給届） 

□介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－１） 

□変更届・加算届連絡票※１ 

□定型封筒（切手貼付）※２ 

身体拘束廃止未実施 □共通書類のみ 

虐待防止措置未実施 □共通書類のみ 

業務継続計画未策定 □共通書類のみ 

情報公表未報告 □共通書類のみ 

通院等乗降介助（居宅介護のみ） □道路運送法による免許書又は許可書の写し 

□通院等乗降介助の算定を申し出る指定居宅介護事業所の

サービス提供体制等確認票（介給別紙１） 

☐運転従事者一覧表（介給別紙２） 

□運営規程 

（通院等乗降介助についての追記が必要です。改定内容に

ついては居宅介護の「算定基準」をご参照ください。） 

特定事業所加算 □特定事業所加算に係る届出書（該当サービスのもの） 

□個別の従業者等に係る研修計画 

□全てのサービス提供責任者の資格者証の写し及び実務経

験証明書※３ 

 

介護職員等処遇改善加算 介護職員等処遇改善加算のページ参照 

※１ 介給届の受付を証する書類が必要な場合は添付してください。介給届の内容審査後、変更

届・介給届受付票をお返しします。 

※２ 郵送にて変更届・介給届受付票の返送をご希望の場合は添付してください。 

※３ 特定事業所加算Ⅰの場合提出が必要。また特定事業所加算Ⅱであり特定事業所加算に係る

届出書の人材要件②の要件に当てはまる場合は必要です。 


